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児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の認可制度 
 

 

１ 概要 

子ども・子育て支援新制度では、幼稚園は学校教育法により、幼保連携型認定こども

園は認定こども園法により、保育所は児童福祉法により北海道がそれぞれ認可・認定を

行いますが、より小規模である家庭的保育事業等（家庭的保育・小規模保育・事業所内

保育・居宅訪問型保育）は、市町村が事業者からの申請に基づき認可を行います。 

 

 

２ 家庭的保育事業等の類型（地域型保育事業） 

類型 内容等 利用定員 保育従事者 

家庭的保育 
家庭的雰囲気の下で、少人数を

対象に保育を行う事業 
～5 人 家庭的保育者 

小規模保育 

6 人～19 人の定

員で保育を行う事

業 

Ａ型 6 人～19 人 保育士 

Ｂ型 6 人～19 人 
保育士（1/2 以上） 

家庭的保育者 

Ｃ型 6 人～10 人 家庭的保育者 

事業所内保育 

企業の従業員の子

どもと一緒に保育

を行う事業 

保育所型 
20 人～ 

（認可保育所と同じ）

保育士 

（認可保育所と同じ）

小規模型 6 人～19 人 
小規模保育 A 型、

B 型と同じ 

居宅訪問型保育 
住み慣れた居宅において、１対

１を基本に保育を行う事業 
－ 家庭的保育者 

 

 

３ 家庭的保育事業等の認可及び利用定員（予定） 

（１）令和２年９月１日事業開始の事業所 

 
事業所名称（予定） 類型 所在地（予定） 

3 号の定員内訳（人） 

1～2 歳 0 歳 

1 
小規模保育所 

夢ふうせん 

小規模保育 

（A 型） 
東光町 12-4 16 3 

  

（２）令和２年１０月１日事業開始の事業所 

 
事業所名称（予定） 類型 所在地（予定） 

3 号の定員内訳（人） 

1～2 歳 0 歳 

1 
小規模保育施設 

あかとんぼの森 

小規模保育 

（B 型） 
西野幌 92-16 13 2 

 

 ※事業開始日は、認可のスケジュールにより変更となることがあります。 
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子ども・子育て支援法に基づく確認制度と利用定員 
 

 

１ 概要 

子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」の実施主体で

ある市町村が、北海道等の認可を受けた教育・保育施設、地域型保育事業からの申請に

基づき、市町村事業計画に照らし、１号認定、２号認定、３号認定ごとの利用定員を定

めた上で給付の対象施設となることを確認し、給付費（委託費）を支払うこととなって

います。 

 

≪認可制度と確認制度の関係≫ 

 施設・事業 認可の権限 確認の権限 

教育・保育施設 

認定こども園 

北海道 

② 

江別市 

幼稚園 

保育所 

地域型保育 

小規模保育 

① 

江別市 

家庭的保育 

事業所内保育 

居宅訪問型保育 

  

※「認可」及び「確認」を受けた施設・事業が、「子どものための教育・保育給付」の対象とな

ります。 

 

  

①は、『江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例』に基づき認可を行

う。 

②は、『江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例』

に基づき、利用定員を定めた上で確認を行う。 
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２ 利用定員の設定予定等（単位 人） 

（１）令和２年度 利用定員を設定する施設 

№ 施設名称 
1 号 2 号 3 号 

計 摘要 
3～5 歳 3～5 歳 1～2 歳 0 歳 

１ 
小規模保育所 

夢ふうせん（東光町 12-4） 
０ 0 １6 3 19 新設 

２ 
小規模保育施設 

あかとんぼの森 
（野幌町 67-13） 

０ 0 １3 2 15 新設 

計（①） 0 0 29 5 34  

 

（２）令和３年度 利用定員を設定する施設、変更予定施設 

№ 施設名称 
1 号 2 号 3 号 

計 摘要 
3～5 歳 3～5 歳 1～2 歳 0 歳 

１ 野幌みつばち保育園 
（野幌町 32-4） 

０ ２４ １４ ２ ４０ 新設 

２ 
きっずぱーく野幌保育

園（野幌町 67-13） 
０ ２１ １４ ５ ４０ 新設 

３ 認定こども園あけぼの
（大麻栄町 11-12） 

149 

(157) 

38 

(30) 

27 

(27) 

6 

(6) 

220 

(220) 
内訳変更 

計（②） 149 83 55 13 300  

※（ ）は変更前定員 

 

（参考）令和３年度利用定員見込 

区   分 
1 号 2 号 3 号 

3～5 歳 3～5 歳 1～2 歳 ０歳 

すでに確認を受けており、定員変更の

ない幼稚園、保育所、認定こども園 

（21 か所） 

1,280 859 441 139 

すでに確認を受けている地域型保育施

設（10 か所） 
  135 33 

私学助成の幼稚園（２か所） 280    

企業主導型保育施設（４か所）  6 17 9 

確認予定施設（5 か所）①＋② 149 83 84 18 

令和３年度 利用定員見込 ③ 1,709 948 677 199 

令和２年度 利用定員 ④ 1,717 895 620 187 

増減（③－④） △8 53 57 12 

 

第２期 江別市子ども子育て支援事業計画との比較 

令和３年度 

計画上の量の見込 1,618 974 775 180 

計画上の提供体制 ⑤ 1,717 940 677 193 

増減（③－⑤） △8 8 0 6 

 


